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This brochure describes certain services of Schneider Downs & Co., Inc. that may be available depending upon the client’s
particular needs. The specific terms of an engagement letter will govern in determining the services actually to be rendered
by Schneider Downs to a particular client.  This brochure is not intended to provide legal advice.

シュナイダー･ダウンズは、顧客と連携し、顧客が直面している移転価格に関する問題に
対し、実践的なソリューションを提供しております。

所得操作により、所得が課税率の低い事業体や管轄に流入するのを防ぐ為に、米国税法
では関連者間取引において独立企業間価格の使用を義務付けるよう努めております。
この独立企業間価格基準は、商品及びサービスの販売、各種無形資産（商標・特許・
ノウハウ等）の販売や使用、ほぼ全ての関連者間取引に適用されます。
移転価格税制下では、各関連者間取引はタイプ別に計上する事が義務付けられております。
更に、米国税法は納税者に自らの現行の移転価格方針を裏付ける文書を保持する事を義務
付けており、他国でも同様の規則が存在しております。

これらは何を意味するのでしょうか？
例えば、納税者が自らの移転価格方針を証明することが出来ない場合、内国歳入庁（IRS）
はIRSが適正と見なす金額に価格を再設定する権利が有ります。
その場合、当然ながら、通常IRSの計算では、より高い米国での課税所得、つまりより
高い米国での課税となります。更に米国税法では、過少支払いによる虚偽表示額により
20%から40%ものペナルティが課されることもあります。

世界の税当局の専門能力が向上するのに伴い、関連当事者間の取引の監視もより厳しく
なると考えられます。通常、多額納税者は継続的な監査サイクルを経て問題に対処して
いるため、最も大きな影響を受けるのは中小企業であると見られております。

何をするべきでしょうか？
まず、現行方針及び、各関連者間取引を文書化することが必要です。しかし、この作業は
予想以上に困難な場合が多々あります。企業間取引履歴や、課税履歴等の現状を把握して
いない企業も少なくありません。この文書化作業は将来的に日々の事業を運営する上で
欠かせない業務の一つとなるかもしれません。
次に、ノンコンプライアンス（違反）のリスクを評価することをお勧め致します。
もし企業グループ全体（全世界ベース）での収益が高い場合、特に同種の事業を営む
グループ内の一部の事業体が利益を上げ、他の同種事業体では損失を抱えている状況が
適正か否かを評価するべきです。

シュナイダー･ダウンズ・グローバル・タックスが提供する移転価格税制サービスの内容

シュナイダー･ダウンズでは、顧客が現行のコンプライアンスとリスクのレベルを測定し、
複数の管轄における移転価格税法を遵守しながら税引後利益を最大化するための移転価格
方針を策定するお手伝いを致します。弊社の実践的で、実務的なアプローチは、顧客と
その事業に焦点を当てております。

シュナイダー･ダウンズの移転価格税制サービスに関するご相談は、
シュナイダー･ダウンズ・グローバル・チームのメンバーまで
お気軽にお問い合わせ下さい。

移転価格税制サービス
洞察 革新 経験

・ 監査の支援
・ 機能分析
・ 類似企業分析
・ 文書の編集および評価
・ 移転価格税制の研究及び最新情報の提供


